
☆
二
〇
一
八
年

日
本
の
問
題

ー

憲
法
、
沖
縄
、
核
兵
器

ー

昨
年
は
ど
ん
な
年
だ
っ
た
か

◆
昨
年
、
国
内
の
出
来
事
で
は
、
十
月
の
衆
院
選
挙
で
改
憲
与
党
が
３
分
の
２
の
議
席
を
占
め
、

北
朝
鮮
の
核
兵
器
に
よ
る
挑
発
を
口
実
に
、
い
よ
い
よ
九
条
改
憲
に
踏
み
出
し
た
こ
と
が

特
筆
さ
れ
ま
す
。

◆
沖
縄
で
は
、
県
民
が
あ
れ
ほ
ど
基
地
建
設
反
対
の
意
思
表
示
を
し
て
も
、
政
府
は
強
権
を
使

っ
て
、
押
さ
え
込
み
、
高
江
の
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
強
行
、
辺
野
古
の
埋
め
立
て
強
行
を
続
け

て
い
ま
す
。
宮
古
島
な
ど
離
島
で
は
自
衛
隊
の
配
備
が
急
速
に
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

◆
海
外
の
出
来
事
で
は
、
一
月
に
米
国
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
誕
生
し
、
国
際
協
調
か
ら
ア
メ
リ

カ
第
一
主
義
に
転
換
し
て
世
界
を
混
乱
に
陥
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
安
倍
政

権
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
べ
っ
た
り
の
姿
勢
で
北
朝
鮮
政
策
で
は
対
話
を
放
棄
し
て
い
ま
す
。

◆
唯
一
、
明
る
い
ニ
ュ
ー
ス
は
、
核
兵
器
禁
止
条
約
を
前
進
さ
せ
たIC

A
N

（
ア
イ
キ
ャ
ン
）

が
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
た
こ
と
で
す
。

今
年
、
日
本
の
問
題

◇
九
条
改
憲
問
題

北
朝
鮮
情
勢
を
口
実
と
す
る
九
条
改
憲
は
、
戦
争
へ
の
道
で
す
。
九
条
改
憲
は
絶
対
に
阻
止

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
北
朝
鮮
に
核
兵
器
を
使
わ
せ
な
い
唯
一
の
道
は
対
話

に
よ
る
解
決
で
す
。
安
倍
さ
ん
、
対
話
を
放
棄
せ
ず
戦
争
を
放
棄
し
て
下
さ
い
。

◇
沖
縄
、
差
別
と
抑
圧
の
構
造
の
問
題

辺
野
古
へ
行
っ
て
み
よ
う
、
高
江
を
見
て
み
よ
う
、
離
島
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
見
て
み

よ
う
。
辺
野
古
、
高
江
で
は
国
家
に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
、
暴
力
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
絶
対
に
止
め
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

◇
核
兵
器
禁
止
問
題

ア
イ
キ
ャ
ン
が
一
生
懸
命
に
な
っ
て
進
め
た
核
兵
器
禁
止
条
約
に
、
日
本
は
唯
一
の
被
爆
国

で
あ
り
な
が
ら
賛
同
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
ア
メ
リ
カ
に
追
従
し
た
の
で
す
。
世
界
に
恥
ず
か

し
い
こ
と
で
す
。
い
ま
こ
そ
方
向
転
換
し
て
、
こ
の
条
約
に
賛
同
す
べ
き
で
す
。

◇
今
年
は
平
和
憲
法
を
堅
持
し
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
追
従
を
止
め
、
沖
縄
へ
の
差
別
抑
圧
を
止
め

て
、
世
界
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
国
作
り
を
し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

二
〇
一
八
年
一
月
十
四
日
（
日
）
護
憲
平
和
行
進
（
通
算
六
一
一
回
目
）

浜
松
市
憲
法
を
守
る
会

事
務
局

浜
松
市
中
区
紺
屋
町
三
〇
一
ー
一
五

★
月
例
護
憲
平
和
行
進

毎
月
第
二
日
曜
日
・
午
後
一
時
・
浜
松
市
役
所
正
面
玄
関
集
合

→
二
月
は
左
記
集
会
あ
る
た
め
、
三
十
分
早
め
て
十
二
時
三
十
分
集
合
と
な
り
ま
す
。

☆
２
・
１
１

思
想
と
信
教
の
自
由
を
守
る
集
会
・
講
演
会
の
お
し
ら
せ

日
時
・
場
所

二
月
十
一
日
（
日
）
午
後
２
時
よ
り
、
地
域
情
報
セ
ン
タ
ー
（
中
区
）

講
演
演
題

未
定

講
師

笹
川
紀
勝
（
憲
法
学
者
、
国
際
基
督
教
大
学
名
誉
教
授
）

u 私たちの命を守るため日本国憲法を守ろう！

浜松市憲法を守る会のホームページは http://gokenhamamatsu.g.dgdg.jp/→ 護憲浜松 で検索



日
本
国
憲
法

第
九
条

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の

発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決

す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。

国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。


